
GILSP、カテゴリー１の遺伝子組換え微生物及
び動植物のうち、宿主・ベクター及び拡散防止
措置が過去に大臣確認された申請と同一で挿入
DNAのみが異なるものが対象になります。

申請資料をＮＩＴＥに提出

e-Gov電子申請(もしくは書面)にて申請書を提出

経産省から大臣確認書の発行

経産省及びNITEによる審査
（随時）

標準処理期間：電子申請３週間
書面申請４週間

ＮＩＴＥにおける事前相談

左記案件以外が対象になります。また、
GILSPの微生物であっても、経産省・NITE
合同協議により産構審審議案件と判断され
る場合があります。

経産省産構審で審議
（不定期開催）

第二種使用等の大臣確認申請の手続きの流れ（鉱工業利用）

【経産省及びNITE審査案件】 【産構審審議案件】

経産省による本審査
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：事業者など
：経産省
：NITE
：経産省・NITE

④


